社会哲学（高橋哲哉）　　２００５年度冬学期　　月曜５限
＊基本的に箇条書きにしました。つながりとか分かりづらくてごめんなさい。（特に前半が…）プリントも適宜参照してください。

＊初回に授業の予定のプリントが配られましたが、どうも授業はそれに沿って行われなかったようなので、授業の順番にシケプリは作ってみました。

＊テストは自筆ノートのみ持込み可、論述１問なので、注意してください。
【第１講】問題提起　「戦死者の大祭典を挙行すべし」

☆どの国においても、「戦死者をどのように弔うか」という問題は出てくる

・戦死者の顕彰システムは(常備軍を持ち戦争を想定する国家であれば)どこの国にも存在する。

→靖国は戦死者顕彰システムの１つの形（＝日本近代version）である。
・（後で詳しく述べますが）顕彰システムには戦死の悲しみを喜びに変える効果がある。

◎では、靖国を国の代表者が参拝する意味とは？

☆国家はなぜ、国民の戦死を「名誉の戦死」として顕彰し、その遺族を感涙にむせばせる意味を提供しようとするのだろうか？

・この問に対する答えを、日清戦争直後の1895年11月14日に「時事新報」に掲載された論説「戦死者の大祭典を挙行す可し」（プリント参照）の中に見出せる。

・「時事新報」は、福沢諭吉が創設し、社主を務めていた新聞である。

・この論説では、日清戦争及びそれに続く「台湾戦争」（台湾討伐）において、生きて帰った将兵には最高の名誉と栄光が与えられているのに対し、戦死者とその遺族には名誉も栄光もなく、社会から忘れ去られようとしていることを問題としている。

→このままではいけない。戦死者とその遺族にも可能な限りの名誉と栄光を与えなければならないと主張。

↑

なぜか？

・一つには、命を捨てて戦った戦死者が、凱旋した将兵よりも国家への貢献度において劣っていたということはできないということ。

・最大の理由としては、日清戦争には勝利したものの、東アジアの情勢は緊迫していて、いつまた戦争になるかもしれず、戦争になったら、死を恐れずに戦う兵士の精神が必要不可欠なものとなること。その精神を養うことこそ、国を護る要諦であり、それを養うためには可能の限りの栄光を戦死者とその遺族に与えて、戦死することが幸福であると感じさせるようにしなければならない。

・では、戦死者とその遺族に最大の栄誉を与える方策は何か？

→日清戦争と「台湾戦争」の後で、各地方で戦死者の招魂祭が営まれていたが、それでは不十分。帝国の首都東京に全国戦死者の遺族を招待して、明治天皇自らが祭主となって死者の功績を褒めたたえ、その魂を顕彰する勅語を下すことこそ、戦死者とその遺族に最大の栄誉を与えること、そして国民に「戦場に倒るるの幸福なるを感ぜしめ」ることになる。

＜参考１＞

・靖国には約２４６万の人が祀られている。
・ちなみに、伊藤博文、西郷隆盛は合祀されていないが吉田松陰は合祀されている。

＜参考２＞

・伊勢神宮に最初に参拝して天皇は明治天皇である。

・このように、古代から続いていると思われていても、実は近代国家が初めて作り出したというケースは意外と多い。

☆簡単な靖国の歴史

1869年　東京招魂社

・幕末の混乱の中、明治政府側の戦死者を祀るために作られた。靖国の前身と言える。

　Cf.)護国神社： 東京・神奈川以外の道府県には少なくとも１つある。
　　　　　　　  県庁所在地や軍隊がいたところに作られた。

　　　　　　　　日中戦争以後名前が統一された。

1879年　靖国神社

・その後、日清戦争の際に初めて対外戦争の死者が祀られた。

1895.12.15　招魂式

・死後の彷徨っている魂を、これから祀ろうとする神社に呼び寄せる儀式のこと。

・12.16～18に戦没者合祀の臨時大祭を行った。

・その中日である17日に明治天皇が参拝した（プリントの写真参照）

◎生き残った将兵だけがたたえられ、命を落とした兵士のことが顧みられていないのはおかしい（プリント参照）

☆敗戦の結果遺族の感情も多様化した

→多様な感情のどれかを無視することも、絶対化することもできない

＜参考３＞

・台湾には朝鮮半島とまた違った遺族感情がある。

←日本の支配から解放された後も蒋介石らが逃げてきて軍事化されてしまい、特に先住民にとって過酷な支配が続いたため。

・「犬が去って豚が来た」という表現があるように日本の支配の方がましだったと考える人も。

・台湾は最近になってようやく民主化がなされた。

☆歴史認識の問題～台湾理蕃政策を例にとって～

・『靖国神社忠魂史』に記された日本植民地主義の歴史をみると、植民地獲得と抵抗運動弾圧のための日本軍の戦争が、すべて正義の戦争として記述され、そこで死亡した日本軍の指揮官と兵士が「英霊」として顕彰されてきたことが一目瞭然。
・日清戦争を経て、台湾の植民地統治を開始した日本は、やがて台湾全島の完全支配と全資源の収奪を目的として、先住民族の「討伐」を開始する。その過程は、第五巻「第一篇　台湾理蕃」に六十八頁にわたって詳述されている。

・台湾理蕃とは、大日本帝国軍が、台湾の野蛮人たる先住民族を治めるために戦う戦争であり、『靖国神社忠魂史』はその過程で日本軍が「どれだけの尊い犠牲を払ってきたか」を記述使用とするものである。（原文はプリント参照）
・『靖国神社忠魂史』全五巻は、植民地支配のための日本の戦争を栄光の戦争として顕彰し、靖国神社の「英霊」たちを、植民地帝国確立のための「尊い犠牲」として顕彰している点で極めて重要な資料と言える。

・つまり、盧溝橋事件に始まる１５年戦争以前にも無数の戦争の歴史があるのだということを伝えている。

【第２講】モッセ　『英霊』　（＊モッセはドイツ生まれのユダヤ人）
☆犠牲＝sacrifice

語源は、sacri　←ラテン語のsacer（神聖な）＋　fice  ←facere（～にする）  

=　神聖にする

もともと、宗教的な儀式において、神に供される動物を指した。

　Cf.）holocaust

　holo　←holos（ギリシャ語）＋ caust　←kaustos（ギリシャ語）
ユダヤ教の全燔祭の丸焼きの供物を意味した。

従って、sacrifice = holocaust　と言える。
・犠牲という言葉自体は、深く宗教的なものに関与している。

・使用している人の真意は別として、死者は植民地支配のためや平和日本の礎のための「尊い犠牲」と呼ぶことで、神聖化及び昇華（＝sublimation）されている。

・靖国では戦死者は神のような存在になっている

☆ジョージ・L・モッセ　『英霊　創られた世界大戦の記憶』

・原題は“Fallen Soldiers”。これを、訳者は意味を取って邦訳の際、書名を『英霊』としたのであろう。

・「英霊」は日本では靖国神社を中心に、戦没兵士を顕彰する言葉として日露戦争以降に一般化したとされる。

・モッセのこの本も、まさにヨーロッパの近代戦争において、その当事者であった各国がそれぞれのFallen Soldiersを、国のために命を捨てた英雄的な存在として聖別し、美化したシステムを論じ、分析した書物。

・近代のヨーロッパにおいて、フランス、イギリス、ドイツ、イタリア、その他の国民国家のナショナリズムのもとで英霊顕彰がそれぞれいかに推進されたかを、モッセは本書で明らかにしている。

・第一次世界大戦と第二次世界大戦（＝近代戦争）の特徴は、組織的な大量死である。

←それ以前の歴史では、４０万人死亡のナポレオン戦争が最大といわれていたのに、第一次大戦だけで１３００万人が死亡した。
・第一次世界大戦後、各国民国家で、ナショナルな戦没者の追悼が行われた。

＝英霊の祭祀ブームが頂点に達した。

・これを徹底したのがドイツである。（時代背景としては、各国が他国に対する優位を主張し合っていた）

・このことが更に国民意識を高揚させ、第二次世界大戦につながり、さらに戦死者を増やすこととなってしまった。

・もはや聖なる戦争は、少なくとも公的には不可能なものとなった。

・ヨーロッパにおける英霊顕彰は衰退したが、なくなったわけではない。

＜参考４＞

mourning　悲哀＝喪＝失う

　　　　　　↓

　　　　　 追悼

・人は死の悲しみをすぐには受け入れられない。愛着の対象が失われた時、人は何度も確認をする。

・しかし、現実を受け入れられるようになってくると、愛着のエネルギーを他のものに向けることが出来るようになる。そして立ち直れる。

・第一次大戦後、一部の復員兵は、喪の気持ちを、自尊心へと変えるようになった。

　　　　　　　　　　　　　　　　→戦争の肯定

・これは特に敗戦国において顕著である。

◎モッセはナショナリズムを一つの宗教と捉えた。国民というレトリックは一つの市民宗教を体現するとした。
☆commemoration（記憶の共有）
・意味は、現実には記憶は多様であるにもかかわらず、戦争を戦った各nationごとに記憶を一つにしていくこと。

・すなわち、恐怖の記憶を栄光の記憶に、悲劇を意義にすることを意味する。

・直接的にcommemorationの役割を担うのが英霊祭祀であり、英霊崇拝である。

↓

◎靖国は近代に特殊だが、近代の国民国家においては共通・普遍的なものである。

　

☆英霊祭祀の起源

・モッセは、英霊祭祀の頂点は戦間期だが、開始されたのは第一次大戦の１世紀前に遡り、フランス革命戦争時だと述べた。

←フランス革命で初めて国民軍が創設されている。

Cf.）フィヒテ　演説「ドイツ国民に告ぐ」（1807年）

・フランスでもドイツでもこの時期に国民というものがだんだんと形作られているのが分かる。

☆国民とは？

・ナショナリズムとはnationを価値の源泉とするような運動のことを指す。

・では、nationはヨーロッパではどのようにとらえられているのか？（国民とは何か？）

フランスでは…主意主義

ドイツでは　…血筋。ドイツ人の親から生まれたからドイツ人と考える（何代たっても）

（この考え方の違いが流入する移民に対する対応の差異が生まれる）

・栄光の過去ばかりでなく後悔の過去も含めて両者が共に「国民」を結びつける。

【第３講】「国民の論理」としての「犠牲の論理」
①ルナン　『国民とは何か』（1882年3月11日）

・普仏戦争敗戦下で打撃を受け、打ちひしがれ、あるいは自信を失っていた国民に向かって、「フランス国民とは何か？」を改めてパフォーマティヴに論じ、その状況を意識しつつフランス国民の本質を示そうとしたのがルナンの講演だということができる。

・以来少なくとも第一次世界大戦までの間、この講演記録はフランス第三共和制の公式の思想、フランス国民というものの意義を示す公的な文章という地位を享受していた。

☆国民投票という考え（ルナンの考える「国民」概念の定義）
・『国民とは何か』からプリントとして配布された部分の中でも特に重要なのは、

P.62　l.10~11　

「国民の存在は日々の人民投票なのです。」

・つまり、毎日毎日○○人であることを問われ、それを肯定しているという意志によるもの＝主意主義
・国民が生まれ、維持するために、多くの犠牲が払われてきた。
→その国民に自分も入る、自分も犠牲を払う用意がある、という意思表示

・それによって国民であることを意識し続ける。意志的選択として、フランス国民が成立する。
・国民とは「精神的原理」である。

←過去と現在からなる。この場合、現在とは現在の意思。過去とは、努力・犠牲・献身からなる長い過去のことを指す。

・祖先崇拝＝過去の栄光と偉業　を強調

→偉大なことをなそうとすれば必ず犠牲が生まれる。その犠牲は、自らを犠牲にすることに対して同意を与えた犠牲であり、それゆえに耐え忍ばれる犠牲である。そして、人は自ら同意した犠牲、耐え忍んだ苦痛に比例して愛する。つまり、ある国民を作るために捧げた犠牲、耐え忍んだ苦痛が大きければ大きいほど、そのnationは愛される、愛国心の対象となる。
・「栄光の過去」とは喜びだけによって成り立っているのではなく、苦しみや悲しみをも含んでいる。むしろ、苦難の方が国民の結びつきを強める

◎「国民とは、したがって、人々が過去においてなし、今後もなす用意のある犠牲の感情によって構成された大いなる連帯心なのです。」

②フィヒテ　『ドイツ国民に告ぐ』（1807年）

・ナポレオンのフランス軍によってドイツがいわば征服された時に、祖国の解放を呼びかけるためにベルリンで行った連続講演。

・国民を考える上で、言語（Sprache）を強調した。要するに、「ドイツ語という言語を話す」という事実によって、ドイツ国民を定義する。

・言語はドイツ民族、種族　―イメージとしては「血」の連続、つまり血族の発展したもの―とも密接に結びついている。

◎表面的にはルナン：主意主義　フィヒテ：主族主義　という違いが見受けられるが、民族のために自己を犠牲にする精神は本質的には共通しているのではないか？

＝中心には犠牲という観念がある
例）普仏戦争でフランスが敗れた時代の演説

・普仏戦争時にフランスはアルザス・ロレーヌをプロイセンに取られた。

・アルザス・ロレーヌは言葉などはドイツ風で、ルイ１４世が戦争に勝利して得た土地。

・実際、アルザスロレーヌはどちらのものか、を考える際の、ルナンとフィヒテの主張はかぶっている。

【第４講】カントロヴィッチ　『祖国のために死ぬこと』

・ドイツ生まれのユダヤ人だが、大変なドイツ愛国主義者であり、第一次大戦時には志願兵となり『祖国のために死ぬこと』を実践しようとした。

→やがてナチスの迫害が激しくなり、アメリカに亡命。

☆「中世政治思想における「祖国のために死ぬこと」」

・冒頭に英霊顕彰が最高潮に達していた時期としてモッセが指摘していた第一次世界大戦時のエピソードが出てくる。（プリント参照）

　ベルギーのメルシエ枢機卿は、戦争で祖国を護るために死んだものは、キリスト教的に　　　　　　も殉教者とみなされ、魂の救済が保証されると発言。

　↕

　フランスのビヨ枢機卿は、祖国のために死ぬことと神のために死ぬことは別であると言った。

⇒キリスト教における「犠牲の観念」と「祖国のために死ぬこと」における「犠牲の観念」が、果たしてどこまでつながり、どこまで異なるかということは、相当微妙な問題。

・カントロヴィッチは、「ここに内包された問題は、歴史的かつ哲学的な、両方の背景を持っている」という言い方をしている。

→「祖国のために死ぬこと」が尊い犠牲としてたたえられるというシステムは、古代ギリシャとローマにおいて十分に発達していたことが指摘されている。

　Ex.)　ペリクレスの演説…ペロポネソス戦争における最初の犠牲者を神々の間に列する有名な埋葬演説を行った

　　　　ホラティウス『ローマ頌歌』

このように、近代ヨーロッパの英霊顕彰には、ギリシャ、ローマ以来の伝統が流れこんでいる。

・しかし、古代のギリシャとローマにおいて十分に発達していた戦没者祭祀、英霊顕彰は、中世に入るといったん弱まってしまう。

←理由は二つ。一つはいわゆる中世の封建制度の中では、都市国家や国家共同体に対する忠誠よりも主君や封建領主に対する個人的な忠誠が重要視されるようになること。もう一つは、キリスト教の影響による弱体化。キリスト教では「殉教」といわれるように、天上の祖国のための死が重視される。

・近代国家の原型が作られていた時期（＝中世後期から近世）に「祖国のために死ぬ」という観念が復活。王国のために死ぬことが擬似宗教的な価値を持つものとして通用するようになった。
←このプロセスもまたキリスト教信仰に由来する。

◎モッセのように、英霊顕彰システムはフランス革命時に始まり、第一次世界大戦で頂点を迎えたという考え方よりも、カントロヴィッチのように、古代からあり、中世後期に復活し、そのまま近代に流れ込んだという考え方のほうが普遍的なのではないか？

【第５講】国家と犠牲　～韓国の例～

・韓国にも戦死者を英霊として祀る考え方は存在する。

←靖国への首相の参拝を批判する韓国・中国にも似たような施設はあるということ。

1979.10　朴正熙大統領　暗殺

　民主化要求高まる

↓

1980.5　　光州事件

　1979年12月に実権を掌握した全斗煥を中心とする軍部が、民主化を求める光州の学生・労働者を弾圧し、多数の死者を出した。

↓

次第に民主化勢力が優勢になっていく

↓

政権交代（盧泰愚大統領就任）、民主化達成

・そうなると光州事件の位置づけが変わる。以前は反逆事件と捉えられていたものが、民主化のために必要な尊い犠牲と評価されるようになった。

・亡くなった学生の埋葬場所も変わった（プリント参照）

☆“崇高な犠牲精神”

・光州事件の場合、相手は外国ではなく自国の軍事独裁政権。

・その中での犠牲者が国家によって英霊として祀られている。

＝国家の暴力によって亡くなった人が国家によって英霊として祀られている　矛盾
Cf.）アメリカのアーリントン国立墓地

・1864年に建設され、もともとは北軍の兵士だけが埋葬されていた。

・のちに南軍の兵士も埋葬されるようになり、現在は対外戦争で亡くなった人皆を埋葬している。

◎「英霊」は何も軍事国家とだけ結びつくものではない。民主国家も戦争を行うのだからリンクする。

→「英霊」とすることで他の国民も国家のために戦うのは義務なのだと意識させる。次の戦争の大義として利用される可能性もある。

【弟６講】英霊顕彰システムと宗教

☆カントロヴィッチ　『祖国のために死ぬこと』冒頭から

・祖国のために命を捨てた兵士こそ模範的な国民であり、それは国家によって十全に補償される。

◎まるで国家が神になったかのような思想がある。

・殉教とは神のために死ぬこと。

・近代においては国家（nation）が神に代わっている（？）

・靖国で言えば「殉国烈士」

・近代において国家・国民のために死んだ者は聖なるもの。

←中世と構造は同じ。神が国家にとって代わられただけに過ぎないかのようなシステム
☆日本のキリスト教会
・日本のキリスト教会は明治以降厳しい立場におかれていた。

・確かに、大日本帝国憲法第28条には「信教の自由」が入った。ただし条件つきで。

第28条：日本国民は安寧秩序を妨げず及び臣民たるの義務に背かざる限りに於いて信教の自由を有す
・臣民の義務とは天皇崇拝、神社参拝を指す。これで信教の自由と言えるのか？第一、大日本帝国憲法の中で天皇は神のような存在（いわゆる現人神）であり、キリスト教の神と並立できない…。

・当初明治政府は、神道を国教化しようとしていたが、仏教の反発で完遂できず。キリスト教は欧米を意識して認めることにした。

・つまり、信教の自由をとりあえず憲法に入れて、欧米に見せつける必要があった。（そうしないと不平等条約改正もできなくなってしまうのでは、という不安も）

☆国家神道とキリスト教の関係（詳しくはプリント参照）

・カトリックもプロテスタントも犠牲の論理を媒介にして靖国とつながっていた！

・キリスト教的犠牲と国家の犠牲システムは切り離せないのではないか。
・日本キリスト教団は「血の意義」を考える点でキリスト教と国家神道はつながるとした。

→強引な論理だが、まったく根拠がないわけではない。＝英霊顕彰の論理にも近いもの？

・祖国に対する犠牲は世俗的だが、そこに見られる構造である命を捨てることは聖なることで、そうすることが出来た人は聖なる人だとみなす点は共通。“国家に殉ずるもの”

・靖国もそれの１つのバリエーション

◎ナショナリズムそのものが「宗教」といえるのではないか。

☆国家神道と仏教の関係（「☆国家神道キリスト教の関係」と一部重複箇所あり）
・江戸時代まで皇室神道がありながら、仏教に帰依した天皇も多かった。
・明治に入り、政府は神道を国教にしようとした（仏教から純粋な神道を作り出そうとした）

←近代欧米の国民国家はキリスト教が精神的基軸になっており、このキリスト教に当たるものが日本にも必要であると考えたため

・しかし、その過程でキリスト教を弾圧すれば、欧米との関係上まずい。また、仏教界からも猛反発を受け、神道国教化は挫折。
・法制度上は信教の自由を大日本帝国憲法第28条で認めるも、国家神道が事実上の国教に。

＝国家神道を受け入れるという枠の中でのみ信教の自由があったということ。

・仏教には一神教的なものが多い。

・大逆事件（1910年）で逮捕された内山愚童、高木顕明。大逆事件は国家イデオロギーにたてつくものは容赦しない、という強いメッセージを発した。

・1940年代になるとほとんどすべての仏教教団は国家神道を受け入れていった。

（→プリント）

◎神道、仏教、キリスト教どれも戦争協力という意味では同じ。ただ、戦後60年経っても戦争責任を検証しようとしない神道は特異

【第７講】靖国　～「感情」の問題～

・血塗られた戦死→誉められるべき戦死として“聖化”　これが犠牲のプロセス。
☆プリント「誉れの母の感涙座談会」

・雑誌「主婦の友」1939年6月号に記載されたもの。

・当時「主婦の友」はしょっちゅう靖国のことを取り上げており、子供向けの「靖国懸賞」もあった。

→靖国システムには女性・子供が不可欠だった

・座談会の内容を見ると、悲しみではなく喜びが強調されている。

・「お天子様」（＝天皇）信仰がはなはだしい。

　　∟靖国信仰と完全に一体

・本当に、心から思っているのか、思わされているのか？（p.71を見るとやはり本当は悲しい、寂しい）

◎本音のように思える建前の端から寂しさなどの心の一端が出てくる。それでも天皇の役に立てて嬉しいと気持ちを切り替えている。

戦死の悲しみ⇔名誉の戦死の喜び　の間で葛藤が続く

・ちなみに、この座談会の出席者は一向宗の多い地域の人。それでも完全に靖国信仰に取り込まれてしまっていることにも注目。
☆感情の錬金術
・戦死者を出した遺族の感情は、ただの人間としての限りでは悲しみでしかありえないだろうが、その悲しみが、国家的儀式を経ることによって、一転して喜びに転化してしまう。

・悲しみから喜びへ、不幸から幸福へ。まるで錬金術によるかのように「遺族感情」が百八十度逆のものに変わってしまう。

・決定的に重要なのは、遺族が感涙にむせんで家族の戦死を喜ぶようになり、それに共感した一般国民は、戦争となれば天皇と国家のために死ぬことを自ら希望するようになるだろう、という点。

・戦死者が顕彰され、遺族がそれを喜ぶことによって、他の国民が自ら進んで国家のために命を捧げようと希望することになることが必要。

⇒これこそ、靖国信仰を成立させる「感情の錬金術」に他ならない。
・感情の錬金術という考えに対しては異論もある。
Ex.)葦津珍彦：誰もが、戦争に行った人に生きて帰ってきて欲しいと思うのが心情というもの。だから、やむなく命を落とした人を悲しんで祀るのが靖国だ。それが当たり前、人情の自然であって、誰が死を喜ぶか？

↕

・そうは言っても、靖国は戦死を遺族に納得させるためにあるのだ。

・「靖国で会おう」という合言葉は合祀を意味している。

・靖国信仰や名誉の戦死は否定できないであろう。

☆追悼と顕彰　　

・靖国自身が言っているのは「慰霊・顕彰」

顕彰：功績をたたえること。功績をたたえることで御霊を慰める。

　　　兵士の模範、国民の模範→いざとなったら国家に命を捧げなさいというメッセージ

追悼：喪の悲しみ、戦死の痛みを悲しむ。

　　　→悲劇の戦死を繰り返したくないというメッセージ　
・靖国は追悼ではなく顕彰だということを示す重要な資料がある。

葦津耕次郎（神道家、珍彦の父）

　戦死者に対しては仏教的供養を行うべきであり、そのために神官と宮司からなる靖国会　　　　　　　　　　　

　を作るべきと提案。

　←国民感情には２つの面がある

　　１，功績をたたえ、感謝する（＝顕彰）

　　２，地獄の苦を受けて殉国の霊となった者への悲痛、同情（＝追悼） 

　　なのに、１ばかりが靖国の儀式で強調されている。

　だから、戦死者の霊を癒すために仏教的供養が必要だ。（神道家の葦津が言っている）

　結局靖国から猛反発を受けて、靖国会はつぶされた。

　靖国側からすれば、英霊は顕彰されるべきもので、喜び死んだ者だから。

◎顕彰の「後に続け」というメッセージがないと、国民国家が国民を戦争に動員する装置として役に立たない。

⇒平和を願う靖国参拝はありえるのか？－矛盾をきたしている。

☆靖国の第二の目的＝近代史の真実を明らかにする

・「日本の戦争は、自尊自衛の戦争であり、欧米からアジア殖民を解放するためのものであった。」と主張している。

・これは、靖国が戦没者を顕彰していることと密接に結びついている。

←戦死者の死が間違ったものであってはならないから。

☆靖国神社への合祀は、遺族の意思や感情とどのような関係にあるのか。

・「遺族は合祀されたことを喜んでいるはず」と言う憶測は、終戦前なら可能であった。

・戦後、靖国は一宗教としての存続を認められた。憲法も改正され、信教の自由は基本的に無条件に認められた。

・1968年、遺族から合祀取り下げ要求が出た。これは靖国史上初のこと。

　　角田三郎（プロテスタントの牧師）…戦時中は軍国少年だった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戦後、思想転換。クリスチャンに。

　　合祀取り下げを願い出るも拒否された。

　　←創建の趣旨と伝統に照らして、到底できないといわれた。
∟権宮司からの説明：創建の趣旨とは、明治天皇の「一人残らず戦死者を祀る

　　　　　　　　　　ように。いつまでも国民に崇敬される施設を作れ」との

　　　　　　　　　　御聖旨によるものであった。だから、遺族や第三者に選　

　　　　　　　　　　拓権はないとした。

・しかし、実際は祀る場合も祀らない場合もあり、「一人残らず」と言うのには矛盾があるのではないか？

→更なる説明：天皇の意思により、戦死者の合祀は行われたのであり、遺族の意思には関わりなく行われたのであるから、抹消することはできない。

・ここにも靖国が追悼と言うより顕彰施設であることが垣間見える。

←追悼であれば、遺族の存在を無視できるはずがない。国家による顕彰ならば成立しうる。

· 戦時中、遺族の感情は結果的に靖国の意図に調和しただけであって、靖国の論理、構造の中に遺族の存在は何ら影響を与えていない。

・国家の機関として否定された靖国は、戦前と同じ論理で遺族に対応していいのだろうか？

→菅原龍憲（浄土真宗）も、これに抵抗している。

☆他宗教の人々のみならず、旧植民地の人々も合祀取り下げを要求している。

・旧植民地出身でも、日本人として裁かれて、B,C級戦犯として死刑（または獄中死）になって祀られている人が40名ほどいる。

・靖国は“戦犯”と言うものを認めていない。法務死、公務死、又は昭和受難者と表現されている。

・B,C級戦犯の中には、軍属捕虜監視員（＝朝鮮、台湾出身の人）らもいた。日本人の命令で連合軍捕虜の憎しみを浴びた。

・1979年、台湾の遺族が、合祀取り下げを願い出た。

これに対する池田権宮司の説明：戦死した時点では日本人だったのだから、死後日本人で　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　なくなることはありえない。また、日本兵として、死ん　　

　　　　　　　　　　　　　　　だら靖国に祀られるつもりで戦死したのだから、遺族の

　　　　　　　　　　　　　　　取り下げ要求には応えられない。

↓

台湾から韓国へ運動は広まる。

・55人の遺族が、日本政府を被告として訴訟を起こした。

　遺族代表　李熙子さん：父の戦死そのものも知らされず、一方的に合祀されていた。　

　↕

　靖国の対応：既に神になっている存在の人間の合祀を取り下げることはできない。

・生きて帰った人が、戦死したものとして合祀されていた例もあった。この場合はもともと招魂できていなかったものとして、合祀取り下げが認められた。

・靖国では今でも、戦死者の慰霊の権利が国家にあるとされている。

☆護国神社の場合

・1972年　自衛官合祀拒否事件（山口県）

　　中谷康子（クリスチャン）さん：夫の中谷孝文さんに関して護国神社に合祀したいと　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　自衛隊から要求された。断り続けたのに合祀されて

　　　　　　　　　　　　　　　　　しまい、訴訟に出た。

　　1979年　一審では違憲判決。しかし、合祀取り下げ要求は却下された。

　　↓

　　二審も一審と同様の判決。

　　↓

　　最高裁では逆転敗訴。隊友会という他者の信教の自由も保障されなければならない。

　　　　　　　　　　　　∟自衛隊そのものは国家の機関なので、退職した自衛隊の集い

　　　　　　　　　　　　　が責任を負っていた。

⇒護国神社においても、遺族の感情は無視されている。

・最近では、新しく靖国神社を被告とし、日本・朝鮮・台湾の遺族が一緒になって新靖国裁判を準備している。
【最終講】精神の自由を考える

・国家と犠牲と追悼には宗教が深く関わってくる。

☆小泉首相の５回目の靖国参拝（2005年10月17日）

・それまでと参拝の方式も変えたが、周辺国からの批判に対して「思想・良心の自由」を引き合いに出した。（これまでになかったこと。）

参考までに…

憲法第19条：思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

憲法第20条：信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。（以下略）

・参拝直後の党首討論で小泉首相は「首相である小泉純一郎が一国民として参拝し、平和を祈願して何がいけないのか？私には理解できない」と発言

・2006年の年始にも「精神の自由、心の問題は憲法で規定されており、誰も侵すことはできない。戦没者に哀悼の念を捧げることに対して日本人からおかしいという声が上がるのはいまだに理解できない。周辺国もこれを外交問題にするのはおかしい。」と述べた。　　
↓

首相の論理をどのように受け止めるべきか？

・憲法は主権者が国家権力（およびそれを委ねられる人）を制限するものであるのだから、内閣総理大臣にはそうした自由は保障されない。（私人としてはもちろん認められるが）

☆近代日本宗教弾圧年表（1868年～1945年）　詳しくはプリント参照

1868年　祭政一致…国家の祭祀を定め、政治と一致させた。神道国教化政策の一貫。

1889年　大日本帝国憲法発布

　　　　　第28条（条件付信教の自由）が重要なのは既に述べたとおり。

1890年 教育勅語出る

天皇崇拝を教育の場で教え込む。「天皇の声」だから法律以上の権威を持つ。

1891年 内村鑑三の教育勅語不敬事件

内村は当時第一高等中学校の教員であった。

1月9日に教育勅語を受け入れる儀式である報徳式が行われ、教員には１人１人

教育勅語に対する拝礼が要求された。
しかし、内村は無協会派のクリスチャン。拝礼を躊躇し、他の教員のように深々とは頭を下げなかったため、不敬罪に問われ、大問題に。

内村は、教育勅語の内容を否定したわけではない。

（２つのＪ：JapanとJesus Christ）

ただ、イエス以外の神に対する偶像崇拝はできないという思いから、拝礼を躊躇してしまった。

結局、内村が辞めないと第一高等中学校を潰すという圧迫を受け、内村は学校を辞めざるを得なかった。

1925年 治安維持法
当初は社会主義者が弾圧の対象→宗教者、リベラリストを弾圧

1932年 上智大学生の靖国参拝拒否事件

上智大学存亡の危機にまで至った事件。

→最終的には「臣民であることとキリスト教徒であることは両立するという国家の論理に屈服

1930年代はマイナーな宗教教団に弾圧の手が伸びた

1945年10月　連合国軍総司令部、政治的・社会的および宗教的自由に対する制限除去の

覚え書を出す

　∟占領軍から自由を与えられている⇔各種検閲実施　矛盾
Cf.)高見順　『敗戦日記』の中で

               自国の政府により制限されていたことが占領軍によって初めて自由に出来るようになるとは、恥ずかしいことだ。
　　　 12月　神道指令…国家神道解体

　　　　　　　→日本国憲法の信教の自由（今度は無条件）に引き継がれる

◎精神の自由は「人民が政府に保障させる」のが本来のあり方。（政府が与えるのが二次的にはあっても良いが）

☆河上肇『日本独特の国家主義』（プリント参照）

・書かれたのは1911年。（日清・日露戦争後であり、韓国併合の翌年）この頃には1930～40年代につながる動きが見られていたということを示す資料といえる。

・日本人の国家主義は国家=天皇を絶対者＝神とする「国家教」である。
・「日本人が無宗教という際には、儒教を信じず、キリスト教を信じず、というのみの意味で、彼らのすべてはみな実は国家教の信者である。」

・河上肇は、この国家主義は日本に「独特だ」とは言っているが、評価は避ける、として批判はしていない。

←大逆事件(1910年)を意識してのことだと思われる。国家教に異を唱えるのは極めて危険。

◎思想・良心・信教の自由は現在日本でどれだけ保障されているのか？

→意味がまだそれほど理解されてないのでは？と言わざるを得ない状況。
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＜過去問＞あんまり、範囲がかぶってる過去問が見つからず…
【０４年度　夏学期】

問題：次のI、II のいずれかを選んで解答しなさい。
I 次のいずれかのテクストについて、それがどのようなテクストであるか（筆者、時代、
背景など）を説明したうえで、自らの視点で評価しなさい。
１）「国民とはなにか」
２）「生者の視線と死者の視点」
３）「戦死者の大祭典を挙行すべし」
４）「祖国のために死ぬこと」
５）「母一人子一人の愛児を御国に捧げた誉れの母の感涙座談会」
II いわゆる「靖国問題」について、その特殊性と普遍性の両面を考慮して、自らの見解を
展開しなさい。
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